
岐阜県公安委員会規程第１２号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく公安委員会が指定する医

師の指定に関する規程を次のように定める。

平成１７年９月３０日

岐阜県公安委員会委員長 鈴木 嘉進

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく公安委員会が

指定する医師の指定に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第４１条の２の規定により岐阜県公安委員会（以下「公安委員会」

という ）が指定する医師（以下「指定医」という ）の指定に関する事務について。 。

必要な事項を定めることを目的とする。

（指定医の指定）

第２条 指定医には、２人以上の医師を指定することとする。

（指定の期間等）

第３条 指定の期間は３年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 公安委員会は、指定の期間中であってもこれを解除する事由が生じたときは、その

指定を解除することができるものとする。

（指定の方法）

第４条 指定の方法は、委嘱状（別記様式）の交付により行うものとする。

附 則

この規程は、平成１７年１０月１日から施行する。



別記様式

委 嘱 状

氏 名

殿

病院の所在地及び名称

委嘱内容

あなたを、風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第４１条の２の規定に基づく公安委員

会が指定する医師の指定に関する規則の規定により

岐阜県公安委員会の指定医として、平成 年

月 日 から 平成 年 月 日 まで委嘱

します。

平成 年 月 日

岐 阜 県 公 安 委 員 会

注 規格はＡ４版縦とする。


